
地方自治法の一部改正（平成15年6月13日公布、平成15年9月2日施行） 
 

改正後 改正前 

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住

民の福祉を増進する目的をもつてその利用

に供するための施設（これを公の施設とい

う。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定す

る指定管理者を含む。次項において同じ。）

は、正当な理由がない限り、住民が公の施

設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を

利用することについて、不当な差別的取扱

いをしてはならない。 

 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体

は、法律又はこれに基づく政令に特別の定

めがあるものを除くほか、公の施設の設置

及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要

な公の施設のうち条例で定める特に重要な

ものについて、これを廃止し、又は条例で定

める長期かつ独占的な利用をさせようとする

ときは、議会において出席議員の三分の二

以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の

目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、

法人その他の団体であって当該普通地方公

共団体が指定するもの（以下本条及び第二

百四十四条の四において「指定管理者」とい

う。）に、当該公の施設の管理を行わせるこ

とができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手

続、指定管理者が行う管理の基準及び業務

の範囲その他必要な事項を定めるものとす

る。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行う

ものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定

をしようとするときは、あらかじめ、当該普通

地方公共団体の議会の議決を経なければ

ならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住

民の福祉を増進する目的をもつてその利用

に供するための施設（これを公の施設とい

う。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体は、正当な理由がない

限り、住民が公の施設を利用することを拒ん

ではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を

利用することについて、不当な差別的取扱

いをしてはならない。 

 

 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体

は、法律又はこれに基づく政令に特別の定

めがあるものを除くほか、公の施設の設置

及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要

な公の施設のうち条例で定める特に重要な

ものについて、これを廃止し、又は条例で定

める長期かつ独占的な利用をさせようとする

ときは、議会において出席議員の三分の二

以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の

目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、そ

の管理を普通地方公共団体が出資している

法人で政令で定めるもの又は公共団体若し

くは公共的団体に委託することができる。 

４ 普通地方公共団体は、適当と認めるとき

は管理受託者（前項の規定に基づき公の施

設の管理の委託を受けたものをいう。以下

本条において同じ。）に当該公の施設の利

用に係る料金（次項において「利用料金」と

いう。）を当該管理受託者の収入として収受

させることができる。 

５ 前項の場合における利用料金は、公益上

必要があると認める場合を除くほか、条例の

定めるところにより、管理受託者が定めるも

のとする。この場合において、管理受託者

は、あらかじめ当該利用料金について当該

普通地方公共団体の承認を受けなければな



する公の施設の管理の業務に関し事業報告

書を作成し、当該公の施設を設置する普通

地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるとき

は、指定管理者にその管理する公の施設の

利用に係る料金（次項において「利用料金」

という。）を当該指定管理者の収入として収

受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上

必要があると認める場合を除くほか、条例の

定めるところにより、指定管理者が定めるも

のとする。この場合において、指定管理者

は、あらかじめ当該利用料金について当該

普通地方公共団体の承認を受けなければな

らない。 

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、

指定管理者の管理する公の施設の管理の

適正を期するため、指定管理者に対して、当

該管理の業務又は経理の状況に関し報告

を求め、実地について調査し、又は必要な

指示をすることができる。 

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前

項の指示に従わないときその他当該指定管

理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるときは、その指定を取り消し、又

は期間を定めて管理の業務の全部又は一

部の停止を命ずることができる。 

 

（公の施設を利用する権利に関する処分につ

いての不服申立て） 

第二百四十四条の四 （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体の長及び前項に規定す

る機関以外の機関（指定管理者を含む）がし

た公の施設を利用する権利に関する処分に

ついての審査請求は、普通地方公共団体の

長が処分庁の直近上級行政庁でない場合

においても、当該普通地方公共団体の長に

対してするものとする。 

４～６（略） 

らない。 

６ 普通地方公共団体の長又は委員会は、委

託に係る公の施設の管理の適正を期するた

め、管理受託者に対して、当該委託に係る

業務又は経理の状況に関し報告を求め、実

地について調査し、又は必要な指示をするこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公の施設を利用する権利に関する処分につ

いての不服申立て） 

第二百四十四条の四 （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体の長及び前項に規定す

る機関以外の機関がした公の施設を利用す

る権利に関する処分についての審査請求

は、普通地方公共団体の長が処分庁の直

近上級行政庁でない場合においても、当該

普通地方公共団体の長に対してするものと

する。 

４～６（略） 

 


